
防災コラム 

ご存知ですか「避難場所」「避難所」の違い 

さいたま市地域防災計画より抜粋    

種類 用途 近隣の指定場所 

 

指定緊急 

避難場所 

切迫した災害の危険から緊急に逃れ、身の安全

を確保することができる場所 

地震や洪水、大火事等の異常な現象の種類ごと

に指定 

大砂土東小学校 

大砂土中学校 

大宮商業高等学校 

3か所とも大規模火災には対応

していません。 

 

広域避難場所 

大地震等により発生した火災が延焼拡大した場

合、その輻射熱や煙から生命・身体を守るために

避難する場所 

大宮第二公園 

大和田公園 

市民の森・見沼グリーンセ

ンター 

 

指定避難場所 

災害時に、住宅の消失、倒壊等により生活の 

場を失った人を収容・保護し一時的に生活が 

可能となる機能を持つ施設 

大砂土東小学校 

大砂土中学校 

大宮商業高等学校 

 

要配慮者 

優先避難所 

災害時に要配慮者（障がい者、高齢者、乳幼児

その他特に配慮を要する方）を優先して受け入

れる施設 

大砂土東公民館 

原則として災害発生当初から開

設することはなく、災害発生から

三日程度経過後の開設を想定

している。 

 

 

身近な地域の 

防災拠点 

自治会館やマンションの集会所など、一定の条

件が整った避難施設として登録した施設で、自

主防災組織によって運営される。防災拠点であ

る指定避難所を補完する施設として位置付け

る。避難所運営委員会活動の継続を主な登録

条件としている。 

 

 

大和田自治会館 

 

一時滞在施設 

大地震等の災害発生時に自主的に、買い物や

通勤途中などにより市内で帰宅困難となった方

を一時的に受け入れる施設 

見沼区にはありません。 

 

 

応急給水場所 

災害時に、水道施設に被害があったときに応急 

給水を行うため、災害用貯水タンク、非常災害

用井戸などの設備を有する場所 

災害用貯水タンク設置個

所 

大砂土東小学校 

大宮体育館 

大宮八幡中学校 

非常災害用井戸設置場所 

島小学校 

 

※避難所の衛生環境を保つためのマスクや消毒液などは、避難の際には、それぞれの避難者が衛生用品等を携行する

ことが求められています。常に各家庭にて備蓄をお願い致します。 

【携行が望ましい衛生用品の例】 

・使い捨てマスク・消毒液・石鹸（ハンドソープ）・ウエットティシュ・室内履き・ハンドタオル・ペーパータオル 

・使い捨て手袋・体温計・ビニール袋など 


